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□町づくりトークを開催します

□高畠町農業委員会委員選挙について

□臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について

□高畠町職員採用試験について

Topic

ふるさとの友人たちと門出を祝って
高畠町成人式

Public relati ons of Takahata-town,Yamagata in Japan

人口と世帯数

５月１日現在

人口 24,656 人

男 11,969 人

女 12,687 人

世帯数 7,517 世帯

®
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一．自然と歴史を大切にし、調和のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

祝成人式

第一中学校区

第二中学校区



3     2014.63

一．からだをきたえ温かい心を育て、生きがいのあるまちをつくります。高畠町町民憲章

第三中学校区

第四中学校区

晴
天
に
恵
ま
れ
た
４
月
29
日
㈷
平
成

26
年
高
畠
町
成
人
式
が
文
化
ホ
ー

ル
「
ま
ほ
ら
」
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
の
新
成
人
は
平
成
５
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
男
性
１
５
３
人
と
女
性
１
３
８
人
の

計
２
９
１
人
で
、
参
加
率
は
こ
こ
数
年
で

最
も
多
い
７
７
．
３
％(

２
２
５
人)

と

な
り
ま
し
た
。

式
典
で
は
、
寒
河
江
町
長
か
ら
「
自

分
の
町
に
誇
り
を
持
ち
、
新
た
な
こ
と
へ

挑
戦
す
る
意
欲
を
忘
れ
ず
、
主
体
的
に
行

動
す
る
強
い
意
志
と
自
ら
の
可
能
性
を
信

じ
、
﹃
た
く
ま
し
さ
﹄
と
﹃
お
互
い
に
思

い
や
る
心
﹄
を
培
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。
」
と
の
式
辞
が
あ
り
ま
し

た
。
続
い
て
、
新
成
人
を
代
表
し
て
、
竹

田
眞
幸
さ
ん
（
屋
代
地
区
）
と
山
口
舞
さ

ん
（
和
田
地
区
）
が
、
「
こ
れ
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
の
高
畠
の
地
で
学
ん
だ
こ
と
の

す
べ
て
は
私
た
ち
の
人
生
の
礎
、
今
日
再

び
出
会
っ
た
仲
間
を
大
切
に
し
、
信
頼
し

合
い
、
成
人
と
な
る
意
義
を
こ
こ
に
い
る

全
員
で
噛
み
締
め
、
目
標
を
持
ち
、
努
力

し
て
い
き
ま
す
。
」
と
誓
い
の
言
葉
を
述

べ
ま
し
た
。

式
典
の
後
、
実
行
委
員
会
の
企
画
で

中
学
３
年
当
時
の
恩
師
か
ら
、
激
励
と
お

祝
い
の
言
葉
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
ほ

か
、
当
時
の
懐
か
し
い
写
真
や
、
平
成
28

年
の
統
合
に
よ
り
、
間
も
な
く
使
用
さ
れ

な
く
な
る
四
つ
の
中
学
校
舎
を
撮
影
し
た

写
真
を
紹
介
す
る
な
ど
会
場
は
大
い
に
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。
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一．誇りと喜びをもって働き、活力のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

高畠町副町長に 渡部 富士男 氏が就任
平憲一前副町長の退任に伴い、４月３０日開催、高畠町議会臨時会において渡

部富士男氏（62 歳）が議会からの同意を得、５月７日付けで就任されました。

新緑の季節を迎え、町民の皆様にはますますご健勝にてお過ごしのこととお喜
び申し上げます。

私こと、去る４月 30 日に開催された高畠町議会臨時会において、選任ご同意
をいただき、５月７日付をもって副町長に就任いたしました。

地方自治体を取り巻く環境は、地方分権の流れの中、より自立した地方行政の
運営が求められております。

このような重要な時期に、まちづくりのお手伝いをさせていただくことは、私
にとりまして身に余る光栄であると同時に、その責任の重さに身の引き締まる思
いであります。

もとより微力ではございますが、寒河江町長の補佐役として、第５次高畠町総
合計画を推進し、住みよいまちづくりを実現するため誠心誠意努める所存でござ
います。

つきましては、町民の皆様のご指導とご協力を賜りますよう心からお願い申し
上げまして、就任のごあいさつとさせていただきます。

就任のごあいさつ

新しい高畠町 ALT（英語指導助手）に

ジャマイカからミケル先生
町の ALT（英語指導助手）にジャマイカ出身の

Sinclair,Michale Kirk（シンクレア , ミケル カーク）
氏が就任され、５月から町内小中学校の英語授業
で活躍されています。

ま
ち
づ
く
り
ト
ー
ク
を
開
催
し
ま
す

地　区 期　　日 時　　間 場　　　　所 電話番号
高　畠 ６月24日㈫

19時～
　   20時30分

町 総 合 交 流 プ ラ ザ （52）５７０２
二井宿 ７月２日㈬ 二 井 宿 地 区 公 民 館 （52）１００１
屋　代 ７月９日㈬ 屋 代 地 区 公 民 館 （52）００６９
亀　岡 ６月23日㈪ 亀 岡 地 区 公 民 館 （52）０５０１
和　田 ７月１日㈫ 和 田 地 区 公 民 館 （56）３００６
糠野目 ７月８日㈫ 糠 野 目 生 涯 学 習 館 （57）３５０５

◇日程

　

町
長
が
町
内
６
地
区
に
出
向
き
、
町

民
の
み
な
さ
ん
と
直
接
対
話
す
る
「
ま

ち
づ
く
り
ト
ー
ク
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

町
長
が
、
町
の
現
状
や
現
在
進
め
て

い
る
事
業
・
今
後
の
計
画
な
ど
を
説
明

し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

参
加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
と
、
こ
れ
か
ら

の
町
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
・
地
区
の

課
題
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
・
意
見
交

換
を
行
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
自
由
な
ご
意
見
・
ご
提

言
に
直
接
町
長
が
お
答
え
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
／
町
企
画
財
政
課

☎
�
４
４
７
６
ま
た
は
各
地
区
公
民
館

日本の子どもたちに英語や
異文化を教えることが楽しみ
です。私も日本の文化を学ん
でいきたいと思います。

経歴
昭和 48 年に高畠町職

員に採用され、議会事務
局長、公立高畠病院事務
長、総務課長、企画財政
課長などを歴任。定年退
職後、平成 26 年４月まで
高畠町観光協会専務理事。
和田地区在住。



3     2014.65

一．たがいに学び合い文化を高め、知性のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

平成 26 年 7 月 6 日執行 高畠町農業委員会委員選挙

投票日は７月６日
選挙啓発特集号　2014.7.1 発行／高畠町選挙管理委員会

「人・農地　次代につなぐ農委選」農業委員会委員選挙統一選挙標語

　７月１９日で任期満了となる高畠町農業委員会委員の選挙が、７月１日 ( 火 ) に告示され、７月６日
( 日 ) 投票となる予定です。
　農業委員会は、農地などの利用関係の調整、自作農の創設維持その他農業全般にわたる問題を
農家の方々の創意と自主的努力によって総合的に解決していくことを目的とした、農業及び農家の
方々の一般利益を代表する機関として設置されている行政委員会です。

◆告示日／平成 26 年７月１日㈫　
◆投票日／平成 26 年７月６日㈰
◆立候補の届出期間／平成 26 年７月１日㈫
　　　　　　　　　　午前８時 30 分から午後５時まで
◆立候補の届出場所／高畠町役場　第１委員会室（３階）

◆選挙区と定数

選　挙　区 区　　　域 定　数
第１選挙区 高　畠・二井宿 ５人
第２選挙区 屋　代・糠野目 ７人
第３選挙区 亀　岡・和　田 ７人

◆投票所は各地区公民館ですのでお間違えなく
　農業委員会委員選挙の投票所は各地区公民館（計
６箇所）となっており、一般の選挙（高畠町長選挙
等）と異なりますのでご注意ください。投票所入場
券でお確かめください。
◆選挙運動には公職選挙法が準用されます
　選挙運動は公職選挙法に準じて行うことになって
いますが、一般の公職選挙に比べ、選挙の公正、社
会の秩序を守るための最低限のルールに限られてい
ます。
　できるだけ自由な選挙運動を通じて真に農業者の
代表が選出される選挙にしましょう。

◆７月６日に予定がある方は期日前投票を◆
下記の期日前投票所に、投票所入場券をお持ちにな

りおいでください。
投票所入場券が届いていない場合は投票時に係員に

伝えてください。
▶期間／７月２日㈬から７月５日㈯まで
▶時間／午前８時３０分～午後８時
▶場所／高畠町役場期日前投票所（第５会議室（１階））
※指定病院等 ( 町内では公立高畠病院・まほろば荘・

はとみね荘・たかはた荘 ) に入院等をしている方で、
事由に該当する方は病院内で不在者投票ができます
ので、施設に直接申し出てください。 ～選挙に関する問合せ先～

　高畠町選挙管理委員会事務局　役場１階第 6 会議室
☎�３１５４

　※ただし、午前 10 時からは選挙管理委員会事務局（１階第６会議室）へ変わります。
◆立候補予定者説明会 　日　時／平成 26 年６月 24 日（火）　午前 10 時 30 分から

　場　所／高畠町役場　第１委員会室（３階）
　※立候補の手続や選挙運動などに関する重要な説明会です。
　　立候補を予定している方は、ぜひ出席してください。

◆今回の選挙で投票できる方
　農業を営む人々から提出された「農業委員会委員
選挙人名簿登載申請書」に基づき、町農業委員会が
選挙権の有無を審査し、その審査に基づいて町選挙
管理委員会が調製した選挙人名簿により投票が行わ
れます。
　投票するには選挙人名簿に登録されていなければ
なりません。
　具体的に投票できる方は、次の３つの要件を備え
ている人が選挙権を有していることになります。
①高畠町に住所を有する方
②年齢満 20 歳以上の方（平成６年４月１日までに生

まれた方）
③１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む方

または前者の同居の親族若しくはその配偶者（た
だし、耕作に従事する日数が、年間おおむね 60
日に達しないと町農業委員会が認めた方を除きま
す。）

◆入場券をお忘れなく
　投票所入場券は、有投票となった場合に限り、７
月２日以降に有権者に配布されます。また、投票所
入場券が届かない場合や内容に誤りがある場合は、
町選挙管理委員会にお問い合わせください。
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　　   一．郷土を愛し若い力を伸ばし、希望のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

高
畠
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画
を
策
定

高
畠
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画
を
策
定

近
年
、
食
を
め
ぐ
る
環
境
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
続
け
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
や
家
族
形
態
の
多
様
化
、
食
の
外
部
化
や
簡
素
化
な
ど
を
背
景
に
、
栄
養

の
偏
り
や
肥
満
・
生
活
習
慣
病
の
増
加
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
食
を
大
事
に

す
る
心
や
文
化
も
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
更
に
は
食
の
安
全
性
の
問
題
な
ど
、
そ

の
変
化
は
広
く
複
雑
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
高
畠
町
で
は
、
食
育
と
地
産
地
消
を
一
体
的
に

推
進
し
、
町
民
す
べ
て
が
心
身
の
健
康
を
保
ち
、
食
育
を
通
じ
て
心
を
育
み
、

生
涯
に
わ
た
り
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
「
高
畠
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

め
ざ
す
町
の
姿

大
好
き
高
畠
！

　

丸
ご
と
食
べ
て

　
　

い
き
い
き
笑
顔
の
人
づ
く
り
!!

基
本
理
念

す
べ
て
の
町
民
が
生
涯
に
わ
た
り

い
き
い
き
と
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
力
を
身

に
付
け
、
食
を
通
し
て
感
謝
の
心
を
育

み
、
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
食

と
農
の
魅
力
が
あ
ふ
れ
る
元
気
な
ま
ち

を
め
ざ
し
ま
す
。

基
本
目
標

Ⅰ 

毎
日
の
食
生
活
と
食
へ
の
意
識

　

食
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
大
切
に
し
、
家
族
団
ら
ん
の
機
会
を

増
や
し
、
感
謝
の
気
持
ち
や
思
い
や
る

心
を
育
み
ま
す

町
で
は
、
本
計
画
の
適
正
な
管
理

を
行
う
た
め
、
指
標
や
数
値
目
標
を
設

定
し
、
基
本
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の

効
果
的
な
施
策
の
展
開
を
図
り
ま
す
。

多
く
の
町
民
の
方
々
に
本
計
画
を

知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
関
係
機

関
や
各
種
団
体
の
連
携
を
通
じ
て
様
々

な
分
野
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て

食
育
・
地
産
地
消
を
推
し
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
計
画
書
は
、
広
く
配
付
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
左
記
問

合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
／
町
産
業
経
済
課
産
業
政

策
係　
　
　
　
　
　
　

☎
�
１
８
２
７

本
町
で
は
、
高
畠
町
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
が
５
年
を
経
過
し
た
こ

と
か
ら
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
町
の
上
位
計
画
の
国
土
利
用
計
画
や
都
市
計

画
等
の
各
振
興
計
画
と
整
合
性
を
図
り
、
基
礎
調
査
に
よ
り
農
業
者
の
方
々

を
は
じ
め
関
係
機
関
の
意
見
を
集
約
し
、
農
地
の
有
効
利
用
と
優
良
農
用
地

の
確
保
に
つ
い
て
今
後
10
年
を
見
通
し
た
中
長
期
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

農
業
振
興
地
域

農
業
振
興
地
域
と
は
、
農
業
の
健

全
な
発
展
及
び
国
土
資
源
の
合
理
的
な

利
用
の
見
地
か
ら
今
後
10
年
間
以
上
に

わ
た
り
総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る

べ
き
地
域
を
い
い
ま
す
。

特
に
農
業
の
振
興
を
図
る
必
要
の

あ
る
農
用
地
等
に
つ
い
て
は
、
町
長
が

定
め
る
「
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
」

の
中
で
、
農
業
の
健
全
な
発
展
の
た
め

に
必
要
な
施
策
を
集
中
的
に
行
う
「
農

用
地
区
域
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

こ
の
区
域
内
の
土
地
は
農
業
以
外
に
利

用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
や
む
を

得
な
い
理
由
で
農
用
地
区
域
か
ら
除
外

し
た
り
、
新
た
に
基
盤
整
備
等
で
農
用

地
区
域
に
編
入
し
た
い
場
合
は
、
町
の

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
手
続

き
（
農
振
除
外
申
請
等
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直

し
作
業
期
間
中
（
平
成
26
年
８
月
か
ら

平
成
27
年
11
月
末
ま
で
の
予
定
）
は
、

個
別
的
な
農
振
除
外
申
請
等
の
受
付
け

は
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
26
年
か
ら
平
成
27
年
の
間
に

整
備
計
画
の
変
更
・
農
用
地
へ
の
編

入
・
用
途
変
更
等
の
ご
計
画
が
あ
る
方

は
、
平
成
26
年
８
月
11
日
ま
で
変
更
要

望
書
を
産
業
経
済
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
次
の
日
程
で
開
催
す
る
地

区
座
談
会
に
お
い
て
説
明
・
相
談
等
を

行
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
／
町
産
業
経
済
課
産
業

政
策
係　
　
　
　
　

☎
�
１
８
２
７

農
振
除
外
申
請
等
の
受
付
休
止

Ⅱ 

健
康
づ
く
り

　

「
早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
」
を
実
践

し
、
規
則
正
し
い
生
活
習
慣
と
食
に
関

す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
ま
す
。

Ⅲ 

食
文
化
の
継
承

　

高
畠
の
豊
か
な
農
産
物
や
食
べ
方
な

ど
を
知
り
、
郷
土
料
理
や
行
事
食
を
通

し
伝
統
や
食
文
化
を
受
け
継
ぎ
、
高
畠

を
愛
す
る
心
を
育
み
ま
す

Ⅳ 

地
産
地
消
の
推
進

　

高
畠
産
の
旬
の
時
期
や
お
い
し
さ
を

知
り
、
積
極
的
に
地
元
の
農
産
物
を
使

い
豊
か
な
食
生
活
を
お
く
り
、
農
業
の

振
興
と
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

地　区 期　　日 時　間 場　　　　所
高　畠 ６月16日㈪

19時～

町 中 央 公 民 館
二井宿 ６月17日㈫ 二 井 宿 地 区 公 民 館
屋　代 ６月18日㈬ 屋 代 地 区 公 民 館
亀　岡 ６月19日㈭ 亀 岡 地 区 公 民 館
和　田 ６月23日㈪ 和 田 地 区 公 民 館
糠野目 ６月25日㈬ 糠 野 目 生 涯 学 習 館

地区座談会（説明会）の日程
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平成26年度　新ビジネスモデルチャレンジ事業提案受付開始！
東日本大震災後の復興需要による原材料価格高騰や全国的な人口減少、少子高齢化など、今までの商品

やサービスのあり方が大きく様変わりし、従来の経営手法では通用しない時代となっております。町ではこうし
た時代を逆にチャンスと捉え、「新しい儲ける仕組み（新ビジネスモデル）」にチャレンジする事業所や団体を
支援します。

▲

このような事業所や団体にお勧めです
①従来の商品を改良し、首都圏で試験的に販売し

販路拡大につなげたい。
②他の地域にはない誘客のためのサービスを試験

的に実施してみたい。
③組織の活動を刷新するために、専門家を呼んで

勉強会をしたい。等▲

補助対象者
①本町に住所を有する中小企業信用保険法第２条

に定める中小企業者及び小規模企業者またはこ
れらで組織する団体

②本町に住所を有する農業法人または農業者で組
織する団体

③前各号で定める事業者が農工商連携を目的に複
数で組織する団体▲

補助対象事業・補助対象経費
①新ビジネスモデルを構築するための情報収集事

業（研修会の開催等）
②新商品・サービスの開発および試験販売・市場

調査
※補助対象経費は、①、②に係る謝金、旅費、事

業費、開発費が対象となります。

▲

補助率等／補助対象経費の２分の１以内（最大 50
万円）で、予算の範囲内での交付となります。▲

公募受付期間／５月 26 日㈪～６月 27 日㈮▲

申請方法／所定の補助事業計画書と経費明細書を
作成し、申請先に提出してください。

※公募要領・様式は、町ホームページからダウンロー
ドできます。

※応募書類は、公募締切日着で郵送か宅配便あるい
はご持参ください。▲
選定方法／７月上旬に審査会を開催し事業の選定
を行います。採択、不採択の通知は、応募者全員
に行います。▲

審査基準／現状認識と将来ビジョンが明確化さ
れ、独創性および新規性が高く、実現性がある事
業か。さらに、積算された事業費に妥当性があり、
事業の遂行能力があるか等を基準として審査し
ます。▲

申請・問合せ先／
　〒 992-0392　高畠町大字高畠４３６
　　高畠町産業経済課　商工振興係　
　　☎�２０１９　FAX �１５４３

創
業
を
目
指
す
方
に
強
力
な
支
援
!!

「
や
ま
が
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
創
業
応
援
事
業
」

山
形
県
内
の
創
業
を
目
指
す
方
に

対
し
、
次
の
４
つ
の
支
援
を
強
力
に
行

い
ま
す
！(

無
料)

①
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
︑
ワ
ン
パ
ッ
ケ
ー

ジ
で
創
業
支
援
！

　

創
業
プ
ラ
ン
作
成
・
融
資
相
談
・
経

営
情
報
取
得
な
ど
一
括
で
ご
相
談
に
応

じ
ま
す
。

②
創
業
塾
︑
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
！

　

あ
な
た
の
夢
を
具
現
化
さ
せ
ま
せ
ん

か
？
創
業
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ギ
ュ
っ
と
凝
縮

し
た
創
業
塾
を
３
回
シ
リ
ー
ズ
で
開
催

し
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
塾
で
解

決
。
さ
ら
に
、
修
了
者
に
は
県
制
度
融

資
の
金
利
低
減
の
特
典
も
。

▼
日
時
／
８
月
１
日
㈮
、
８
月
８
日

㈮
、
８
月
25
日
㈪ 

10
時
～
17
時

▼
場
所
／
米
沢
商
工
会
議
所
ほ
か

③
優
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
に
助
成

　

金
！(

７
月
７
日
㈪
ま
で
受
付
中)

　

地
域
ニ
ー
ズ
や
独
自
性
の
あ
る
ビ
ジ

ネ
ス
プ
ラ
ン
に
対
し
て
創
業
費
用
の
助

成
を
行
い
ま
す
。(

上
限:

中
心
市
街

地
店
舗
活
用
型
の
場
合
１
５
０
万
円
、

一
般
型
の
場
合
75
万
円)

※
応
募
制
と
な
り
ま
す
。
審
査
を
経
て

採
択
さ
れ
た
も
の
が
助
成
対
象
で
す
。

④
修
業
サ
ポ
ー
ト
！
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ

　

を
学
ぶ
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
支
援

　

創
業
し
た
い
企
業
へ
の
修
業
、
経
営

ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た
め
の
修
業
に
対

し
、
人
件
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。
修

業
し
た
い
方
ま
た
は
後
継
者
を
育
て
た

い
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
／
町
商
工
会

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
�
０
５
７
６

米
沢
商
工
会
議
所　

☎
�
５
１
１
１

有
害
鳥
獣
対
策
防
護
柵
設
置
の
支
援

農
家
等
の
方
が
猿
等
の
農
作
物
被

害
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
す
る
防
護

柵
の
設
置
費
用
に
対
し
、
支
援
を
行
な

い
ま
す
。

▼
補
助
対
象
要
件

①
町
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
猿
等
の

被
害
を
受
け
、
ま
た
は
被
害
を
受

け
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
防
護
柵

を
設
置
さ
れ
る
方( 

す
で
に
設
置
さ

れ
た
防
護
柵
は
補
助
対
象
と
な
り

ま
せ
ん)

②
過
去
に
町
や
県
の
防
護
柵
設
置
の
助

成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

③
防
護
柵
の
設
置
面
積
は
、
お
お
む
ね

１
ア
ー
ル
以
上

▼
補
助
金
の
額
／
防
護
柵
の
購
入
に
要

し
た
費
用
の
１
／
２
以
内
と
し
上

限
５
万
円

▼
そ
の
他
／
申
込
み
多
数
の
場
合
は
予

算
の
範
囲
内
お
よ
び
被
害
状
況
を

考
慮
の
う
え
決
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切
／
７
月
10
日
㈭

▼
申
込
・
問
合
せ
先
／
町
産
業
経
済

　

課
農
業
振
興
係　

☎
�
２
０
８
６
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子育て世帯臨時特例給付金

【お願い】
①詐欺にご注意ください。
　・役場や県庁の担当者などがＡＴＭの操作をお願いしたり、役場や県庁の担当者などが「臨時福祉給付金」のために、手数
　　料等の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
　・おかしいと思ったら、一人で判断せず役場にお問い合わせください。
②配偶者からの暴力（ＤＶ）を理由に高畠町へ避難している方は、高畠町福祉課へお問い合わせください。（一定の要件に該当
　する場合、給付金支給の申請を行うことができます。）
③平成 26 年 1 月 2 日以降に高畠町へ転入された方は、前住所地の市町村が申請先となります。市町村によって申請期間、申請
　方法等が異なりますので申請先へ確認してください。

消費税の引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和するため「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
給付金の受領を希望される場合は必ず申請が必要ですので、次の方法により申請をしてください。

１．手続き方法
　　対象と思われる方（公務員を除く）には、６月 24 日（火）頃にご案内と申請書を郵送します。返信用封筒
　　を同封しますので郵送してください。公務員の方については、勤務先から申請書等が配布される予定ですの
　　で、下記により申請してください。

２．受付期間および受付場所

３．給付金の口座振替予定期日／７月 13日まで申請された方　⇒　７月 31日 ( 木 ) 予定

４．支給対象者および支給額
　　〈支給対象者〉次の要件をすべて満たす方。
　　　①平成 26 年１月１日、本町に住民登録されていること。　
　　　②平成 26 年１月分の児童手当または特例給付を受給していること。
　　　③平成 25 年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること。　
　　　　※【臨時福祉給付金】に該当する方は、臨時福祉給付金での支給が優先されます。

　　　　　＜支給額＞　・対象児童一人につき１０，０００円

【給付金に関する問い合わせ先】

問合せ区分 担当窓口 連絡先

・給付金制度全般に関する問合せ 高畠町役場　総務課 ５２－１１１０

・給付対象※、税の申告等に関する問合せ 高畠町役場　税務課 ５２－４４７７

・子育て世帯臨時特例給付金、児童手当に関する問合せ 高畠町役場　福祉課 ５２－２８６４

期　　　日 場　　所 時　　間
６月 30 日（月）～９月 30 日（火）

　　　　土、日、祝日除く
高畠町役場　福祉課

午前９時から正午まで

午後１時から４時まで

７月12 日（土）
高畠町役場１階　第５会議室

午前９時から午後８時まで

７月13 日（日） 午前９時から午後４時まで

※「給付対象」に係る問合せは、６月 24 日以降にお願いします。なお、電話による税額の問合せにはお答えできませんの

　 でご了承ください。
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ
臨時福祉給付金

消費税の引き上げに伴い、町民税非課税世帯の方に対して「臨時福祉給付金」が支給されます。
給付金の受領を希望される場合は必ず申請が必要ですので、次の方法により申請をしてください。

１．手続き方法
①６月２４日（火）頃に、対象になると思われる方に対してのみ申請書を郵送します。
②申請書が届いたら、同封のチラシをお読みいただき、金融機関口座等を記入の上、対象者欄に押印をお願いいたします。
③下記の日程により申請の受付を行います。受付期日を確認いただき該当する会場にお越しください。

①受付会場へお持ちいただくもの
　❶申請書
　❷対象となる方全員の「本人確認書類」またはそのコピー
　『例』・運転免許証・住民基本台帳カード・保険証・パスポートなど本人を確認できる公的書類
　※受付会場にお越しになる方の書類だけではなく、対象者全員の書類をお持ちください。
　❸口座振替をする通帳またはその通帳のコピー
　※コピーの場合は、金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるコピーを持参してください。
　❹印鑑　※会場にお越しいただく方の印鑑をご持参ください。

②65歳未満（昭和24年３月２日以降に生まれた方）の方で年金を受給されている方は、次の書類も持参してください。
　それぞれ指定する書類（該当する方のみ）
　ア. 平成26年１月２日以降に他市町村へ転出された方　⇒　直近の年金額改訂通知書の写しまたはそのコピー
　イ. 日本年金機構に他市町村の居所を住所として登録されている方　⇒　直近の年金額改訂通知書の写しまたはそ
　　 のコピー
　ウ. 共済組合等が支給する年金のみを受給されている方　⇒　直近の年金額改訂通知書の写しまたはそのコピー
　エ. 年金額改訂通知書が送付されない方　⇒　年金の裁定後に送られてくる年金証書またはそのコピー

３．給付金の口座振替予定期日／申請会場においでいただき処理が終了した方　⇒　７月３１日㈭予定

４．支給対象者および支給額
　＜支給対象者＞次の要件をすべて満たす方。
　①平成 26 年 1 月1日、本町に住民登録されていること。
　②平成 26 年度町民税均等割が課税されていない方またはご自身を扶養している方が町民税均等割を課税されないこと。
　③生活保護制度などの被保護者となっていないこと。

　　　　＜支給額＞　・対象者一人につき１０，０００円

※ただし、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当などの受給者の方は５，０００円が加算されます。

地　区　名 期　　日 会　　場 時　　間
二井宿地区の方 6 月３０日（月） 二井宿地区公民館

午前９時から午後４時まで

屋　代地区の方 7 月   １日（火） 屋代地区公民館7 月   ２日（水）

高　畠地区の方 7 月   ３日（木） 総合交流プラザ7 月   ４日（金）
亀　岡地区の方 7 月   ７日（月） 亀岡地区公民館

和　田地区の方 7 月   ８日（火） 和田地区公民館7 月   ９日（水）

糠野目地区の方 7 月１０日（木） 生涯学習館7 月１１日（金）
上 記 の 会 場においでに　　
なれない方

7 月１２日（土） 高畠町役場１階　第５会議室 午前９時から午後８時まで
7 月１３日（日） 午前９時から午後４時まで

※上記の日程にお越しになれない方は、9 月 30 日まで申請することができます。その際は、高畠町役場第 5 会議室
　（1 階）へお越しください。（受付時間：午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時）
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平
成
25
年
度
下
半
期
︵
Ｈ
25
・
10
・
１
～
Ｈ
26
・
３
・
31
︶

町
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒

　

町
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
納
税
金

や
国
・
県
か
ら
の
支
出
金
等
を
、
町

で
は
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
、

財
産
や
借
入
金
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る

の
か
、
と
い
っ
た
町
の
財
政
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
度
は
、
平
成
26
年
３
月
末
現

在
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
予
算
の
執
行
は
、
４

月
、
５
月
（
「
出
納
整
理
期
間
」
と

い
い
ま
す
）
も
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

最
終
的
な
決
算
に
つ
い
て
は
９
月
議

会
で
認
定
さ
れ
た
後
に
広
報
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

一般会計歳入歳出予算額

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
度
は
、
平
成

在
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成

月
、
５
月
（
「
出
納
整
理
期
間
」
と

最
終
的
な
決
算
に
つ
い
て
は
９
月
議

会
で
認
定
さ
れ
た
後
に
広
報
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

120 億 315 万円

収入済額　1,036,746 万円
収 入 率　86.4％

執行済額　1,090,452 万円
執 行 率　90.8％

▲道の駅たかはたの太陽光発電設備 ▲町消防団第４分団自動車ポンプ

歳　入 歳　出
（単位：万円）

　予算額
　収入済・執行済額
（　）内の％は予算額に対する
収入済・執行済額の割合

そ
の
他
（
100.1
％
）

県
支
出
金
（
63.8
％
）

国
庫
支
出
金
（
79.5
％
）

町
債
（
34.5
％
）

町
税
（
102.8
％
）

地
方
交
付
税
（
103.7
％
）

283,722
271,118

391,523
406,173

224,822
231,015

193,722

66,922

146,379

116,390

76,829
49,045

167,040
167,201

253,665

211,537

168,786
162,547

119,263
90,169

106,114

102,752

101,227

101,044
61,912

58,347

105,626

92,938

そ
の
他
（
88.0
％
）

商
工
費
（
94.2
％
）

公
債
費
（
99.8
％
）

衛
生
費
（
96.8
％
）

土
木
費
（
75.6
％
）

総
務
費
（
96.3
％
）

教
育
費
（
83.4
％
）

民
生
費
（
95.6
％
）

▲建設中の高畠中学校（仮称）
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特　　別　　会　　計

会　　　計　　　名 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　済　額

下 水 道 事 業 特 別 会 計 8億8704万円 7億5595万円 8億7177万円

農業集落排水事業特別会計 7069万円 6975万円 6656万円

特 定 地 域 生 活 排 水
処 理 事 業 特 別 会 計 8591万円 6046万円 7541万円

飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計 338万円 341万円 270万円

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 30億7120万円 27億5973万円 27億155万円

介 護 保 険 特 別 会 計 22億331万円 20億9602万円 19億3820万円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2億886万円 2億942万円 2億806万円

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計 1521万円 1242万円 1243万円

財 産 区 特 別 会 計
(高畠・二井宿・屋代・和田) 879万円 891万円 859万円

合　　　　計 65億5439万円 59億7607万円 58億8527万円

町　債　等　の　状　況

会　計　別 3月末起債残高 一時借入金
残　　　高

一 般 会 計 103億6182万円 11億円

下 水 道 事 業 特 別 会 計 55億8983万円 0万円

農業集落排水事業特別会計 5億4298万円 0万円

特定地域生活排水処理事業会計 2億1439万円 0万円

飲料水供給事業特別会計 2817万円 0万円

水 道 事 業 会 計 5億2553万円 0万円

病 院 事 業 会 計 30億8486万円 1億517万円

計 203億4758万円 12億517万円

町　有　財　産　の　状　況
平成25年9月末日現在高との比較

区　　　分 26年3月末現在 増　　減

土　　　　　地 23,638,025㎡ 0㎡

建　　　　　物 95,930㎡ 0㎡

有　価　証　券 489万円 0万円

出資による権利 2億2,126万円 △2万円

基　　金　　の　　状　　況
平成25年9月末日現在高との比較

区　　　分 25年3月末現在高 増　　減

財 政 調 整 基 金 5億2222万円 8171万円

減 債 基 金 3億9272万円 2億25万円

公共施設等整備基金 8億9376万円 1億3130万円

人 材 養 成 基 金 2543万円 △273万円

ス ポ ー ツ 振 興 基 金 3422万円 △216万円

地 域 福 祉 基 金 8559万円 △649万円

介護保険介護給付費
準 備 基 金 1億3366万円 1334万円

国民健康保険給付基金 2億4587万円 0万円

財 産 区 基 金
（高畠・二井宿・屋代・和田） 1億4635万円 △334万円

そ の 他 8億65万円 1億5万円

計 32億8047万円 5億1193万円

公　営　企　業　会　計

区　　　分 収　　入 支　　出 差し引き

病院事業会計
収益的収支 24億2193万円 22億4158万円 1億8035万円

資本的収支 1億4739万円 3億6679万円 △2億1940万円

水道事業会計
収益的収支 5億1382万円 3億1343万円 2億39万円

資本的収支 1億8430万円 2億7584万円 △9154万円

▶問合せ先／町企画財政課財政係　☎�１７４０


